
資料番号 7

議案第 6号

寒川町個人情報保護条例の一部改正について

寒川町個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成 22年 2月 25日提出

J月畠相原案可決
寒川町長 山  上  貞  夫

提案理由

罰則規定の適用範囲を明確にするために必要な用語の整理等の条文の整備を図るた

め提案する。

上記は原本と相違ない
平成22年 3月 23巳

協脚紳IT義親長を占大



寒川町個人情報保護条例新旧対照表

現行 改正案

～略～

(定義)

第 2条  こ の条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1)(略 )

(加える)

(加える)

(2)(略 )

(3)(略 )

し、又は取得 した文書、図画 (これ らを撮影

したマイクロフィルムを含む。以下同じ.)

じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織

的に用いるもの として、当該実施機関が管

理 してい るもの をい う。

(略)

～略～

(個人情報取扱事務の登録)

第 7条  実 危機関は、個人情報を取 り扱 う事務

(個人の氏名、生年月 日その他の記述又は個人

別に付 された番号、記号その他の行号により

個人を検索 し得る形で個人情報が記録 された

公文書又は磁気テープ等 (以下 「公文書等 |と

いう。)を使用する事務に限る。以下この条に

～略～

(定義)

第 2条  こ の条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各手に定めるところによ

る。

(1)(略 )

(2)保 有個人情報 実 施機関の職員が職務上

作成 し、又は取得 した個人情報であって、

当該実施機関の織員が組絞的に利用す るも

のとして、当該実施機関が保有 しているも

のをい う。ただ し、公文書 (寒川町情報公開

条例 (平成 11年 条例第 24号 )第 2条 第 1号

｀
録 されているものにFRる_

(3)個 人情報 ファイル 保 有個 人情報″合お

(4)(略 )

(5)(略 )

情報の集合物であつて、一定の事務の目的

を達成するために特定の保有個人情報を電

子計算機を用いて校宗することができるよ

うに体系的に構成したものをいう、

(削 る)

(略)

｀略～

(個人情報取扱事務の登録)

第 7条  実 施機関は、個人情報を取 り扱 う事務

(個人の氏名、生年月 日その他の記述又は個人

別に付 された番号、記号その他の符号により

個人を検索 し得る形で個人情報が記録 された

公文書

を使用する事務に限る。以下この
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おいて 「個人情報取扱事務Jと い う。)につい

て、次に掲げる事項を記載 した個人情報取扱

事務登録袴を備 えなければならない。

(1)～ (5) (略 )

2 前 項の公文書等には、次に掲げるものは含ま

ない。

(1)～ (3)(略 )

3～ 6 (略 )

～略～

(利用及び提供の制限)

第 9条  実 施機関は、個人情報を収集 した とき

の取級 目的以外の 目的に当該個人情報を当該

実施機関内部若 しくは実施機関相互において

利用 し、又は実施機関以外の者に提供 しては

ならない。ただ し、次の各号のいずれかに該

当す るときは、この限 りでない。

(1)～ (4) (略 )

2 実 施機関は、前項第 3,又 は第 4号 の規定に

該当 して個人情報を利用 し、又は提供 したと

きは、その旨及びその目的を本人に通知 しな

ければならない。ただ し、審議会の意見を聴

いた上で適当と認めたときは、この限 りでな

V 。`

(オンライン結合による提供)

第 10条  実 施機関は、公益上の必要があ り、か

つ、個人の権利利益を侵害す るおそれがない

と認 められるときでなければ、オンライン結

合 (当該実施機関が管理す る電子計算機 と実施

機関以外の者が管理する電子計算機その他の

機器 とを通信回線 を用いて結合 し、当該実施

機関が保有す る個人情報を実施機関以外の者

がllj時入手 し得 る状態にす る方法をい う。次

項において同じ。)による個人情報の提供 を行

つてはな らない。

2 実 施機関は、オンライ ン結合による個人情報

の提供を新たに開始 しようとするときは、あ

らか じめ、審議会の意見を聴かなければな ら

ない。その内容を変更 しようとするときも、

同様 とする。

(適正な維持管理)

第 11条  実 施機関は、個人情報の保護を図るた

条において 「個人情報取扱事務Jと い う。)に

ついて、次に掲げる事項を記載 した個人lR‐報

取扱事務登録簿を備 えなければならない。

(1)～ (5)(略 )

2 前 項の公文書には、次に掲げるものは含まな

い 。

(1)～ (3) (略 )

3～6(略 )

～略～

(利用及び提供の制限)

第 9条  実 施機関は、個人情報を収集 した とき

の取扱 目的以外の 目的に当該保有個人情報を

当該実施機関内部者 しくは実施機関相互にお

いて利用 し、又は実施機関以外の者に提供 し

てはな らない。ただ し、次の各号のいずれか

に該 当するときは、この限 りでない。

(1)～ (4) (略 )

2 実 施機関は、前項第 3号 又は第 4号 の規定に

該当す る場合において保有個人情報を利用

し、又は提供 したときは、その旨及びその目

的を本人に通知 しなければならない。ただ

し、審議会の意見を聴いた上で適当と認めた

ときは、この限 りでない。

(オンライン結合による提供)

第 10条  実 施機関は、公益上の必要があ り、か

つ、個人の権利利益を侵害す るおそれがない

と認められるときでなければ、オンライン結

合 (当該実施機関が管理す る電子計算機 と実施

機関以外の者が管理する電子計算機その他の

機器 とを通信回線を用いて結合 し、当該実施

機関の保石個人情報を実施機関以外の者が随

時入手 し得 る状態にする方法をい う。次項に

おいて同 じ。)に よる保有個人情報の提供を行

つてはならない。

2 実 施機関は、オンライ ン結合による保有個人

情報の提供を新たに開始 しようとす るとき

は、あらか じめ、審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。その内容を変更 しようとすると

きも、同様 とす る。

(適正な維持管理)

第 11条  実 施機関は、個人情報の保護を図るた



め、次に掲げる事項について必要な措置を議

ずることにより、個人情報について適正な維

持管理を行わなければならない。

(1)個 人情報は、正確かつ最新なものとする

こと。

(2)個 人情報の漏えいを防止すること。

(3)個 人情報のき損、滅失、不当な検索、改

せんその他の事故を防止すること。

2 実 施機関は、保存する必要のなくなつた個人

情量を確実に、かつ、速やかに廃業又は消去

しなければならない。

3   (略)

～略 ～

(自己情報の開示請求権)

第 14条 何 人ヽ、実施機関が保有する自己の個

人情報 (第7条第 2項 各号に掲げるものを除

く。以下同じ。)の開示 (個人情報が存在 しな

いときにその旨を知らせることを含む。以下

同じ。)を請求することができる。

(略)

実施機関は、開示の請求があつた ときは、第

19条 に規定す る方法によ り当該開示の請求に

係 る個人情報の開示 をしなければならない。

実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示

の請求に係 る個人情報について開示をするこ

とが次の各号のいずれかに該 当す るときは、

当該個人情報の開示 をしないことができる。

め、次に掲げる事項について必要な措置を講

ずることにより、保有個人情報について適正

な維持管理を行わなければならない。

(1)保 有個人情報は、正確かつ最新なものと

すること。

(2)保 有個人情報の漏えいを防止すること。

(3)保 有個人情報のき損、滅失、不当な検

索、改ざんその他の事故を防止すること。

実施機関は、保存する必要のなくなつた保石

個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄又は

消去しなければならない。

(略)

～略～

(自巳情報の開示請求権)

2

3

第 14条  何 人も、自己に関す る保有個人情報

2

3

(第7条 第 2項 各■に掲げるものを除く。以下

同 じ。)の開示 (保有個人情報が存在 しないと

きにその旨を知 らせ ることを含む。以下同

じ。)を実施機関に対 し請求することができ

る。

(略)

実施機関は、開示の請求があつた ときは、第

19条 に規定す る方法により当該開示の請求に

係 る保有個人情報の開示 をしなければならな

V 。ヽ

実施機関は、前項の規定にかかわ らず、開示

の請求に係 る保石個人情報について開示 をす

ることが次の各号のいずれかに該当す るとき

は、当該保有個人情報の開示を しないことが

できる。

(1)開 示の請求の対象 となつた保有個人情報

に開示の請求をした者 (以下 「請求者Jと い

う。)以外の個人に関す る個人情報が含まれ

る場合であつて、請求者に開示す ることに

より、当該個人の正当な利益を害す ること

になると認められ るとき。

(2)開 示の請求の対象 となつた保有個人情報

に法人等に関 して記録 された情報又は個人

が営む事業に関 して記録 された情報が含 ま

れる場合であつて、請求者に開示す ること

によ り、当該法人等又は当該個人が有す る

(1)開 示の請求の対象となつた個人情報に開

示の請求をした者 (以下 「請求者Jと い

う。)以外の個人に関する個人情報が含まれ

る場合であつて、請求者に開示することに

より、当該個人の正当な利益を害すること

になると認められるとき。

人等に関して記録された情報又は個人が営

む事業に関して記録された情報が含まれる

場合であつて、請求者に開示することによ

り、当該法人等又は当該個人が有する競争

(2)開 示の請求の対象 となつた個人情報に法
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上の正当な和j益を害す ることになると認め

られ るとき。

(3)開 示の請求の対象 となつた個人情報が個

人の指導、診断、評価、選考等に関す る情

報であつて、請求者に開示をすることによ

り、当該指導、診断、評価、選考等に著 し

い支障が生ず るおそれがあるとき。

(4)瞬 示の請求の対象 となつた個人情報が本

町 の機関内部若 しくは機関相互又は本町の

機関と国等の機関 との間における審議、校

討、協議 (以下 この号において 「審議等」 と

い う。)に関す る情報であつて、請求者に開

示をすることにより、当該審議等に著 しい

支障が生ずるおそれがあるとき。

(5)開 示の請求の対象 となつた個人情報が本

町の機関又は国等の機関が行 う取締 り、調

査、交渉、争訟その他の事務事業に関す る

情報であつて、請求者に開示することによ

り、当該事務事業の実施の 目的を失わせ、

又は当該事務事業の公正若 しくは円滑な実

施 を著 しく困難にするおそれがあるとき。

(6)(略 )

(7)開 示の請求の対象 となつた個人情報が法

令等の定めるところにより明らかに本人に

開示をすることができないとされていると

き。

5 実 施機関は、開示の請求に係 る個人情報に前

項各号のいずれかに該 当す ることにより開示

をしないことができる個人情報 とそれ以外の

個人情報 とが併せて記録 されている場合にお

いて、当該開示をしない ことができる個人情

報の部分を容易に、かつ、開示の請求の趣 旨

を損なわない程度に合理的に分離できるとき

は、同項の規定にかかわ らず、当該開示をし

ないことができる個人情報が記録 されている

部分を除き、当該個人情報の開示をしなけれ

ばならない。

(術人情報の存否に関す る情報)

第 14条 の 2 開 示の請求に対 し、当該開示の請

求に係 る個人情報が存在 しているか否かを答

競争上の正当な利益を害することになると

認めら,Lるとき。

(3)開 示の請求の対象 となつた保有個人情報

が個人の指導、診断、評価、選考等に関す

る情報であつて、請求者 に開示をすること

により、当該指導、診断、評価、選考等に

著 しい支障が生するおそれがあるとき。

(4)柳 示の請求の対象 となつた保有個人情報

が本町の機関内部若 しくは機関相互又は本

町の機関と国等の機関 との間における審

議、検討、協議 (以下この号において 「審議

等Jと い う。)に関する情報であつて、請求

者に開示をすることにより、当該審議等に

著 しい支障が生するおそれがあるとき。

(5)開 示の請求の対象 となった保有個人情報

が本町の機関又は国等の機関が行 う取締

り、調査、交渉、争訟その他の事務事業に

関する情報であつて、請求者に開示するこ

とにより、当該事務事業の実施の目的を失

わせ、又は当該事務事業の公正若 しくは円

滑な実施を著しく困難にするおそれがある

とき。

(6)(略 )

(7)開 示の請求の対象となつた保有個人情報

が法令等の定めるところにより明らかに本

人に開示をすることができないとされてい

るとき。

5 実 施機関は、開示の請求に係る保有個人情報

に前項各号のいずれかに該当することにより

開示をしないことができる個人情報とそれ以

外の個人情報とが併せて記録されている場合

において、当該開示をしないことができる個

人情報の部分を容易に、かつ、開示の請求の

趣旨を損なわない程度に合理的に分離できる

ときは、同項の規定にかかわらず、当該開示

をしないことができる個人情報が記録されて

いる部分を除き、当該保有個人情報の開示を

しなければならない。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第 14条の 2 開 示の請求に対し、当該開示の請

求に係る保有個人情報が存在 しているか否か



えるだけで、前条第 4項 各号を開示す ること

となるときは、実施機関は、当該個人情報の

存否を明 らかに しないことができる。

(開示の請求の手続)

第 15条  開 示の請求を しようとする者は、当該

開示の請求に係 る個人情報を保有する実施機

関に次に掲げる事項を記載 した請求書を提出

しなければならない。

(1)(略 )

(2)開 示の請求に係る個人情報を特定するに

足 りる事項

(3)(略 )

2 開 示の請求をしようとする者は、当該開示の

請求をしよ うとす る者が当該開示の請求に係

る個人情報の本人であること又は代理権を有

する者であることを確認するために必要な書

類で実施機関が定あるものを提出 し、又は提

示 しなければならない。

3(略 )

(開示の請求に対す る決定等)

第 16条  実 施機関は、前条第 1項 及び第 2項 の

規定による開示の請求があつた ときは、当該

開示の請求があつた 日か ら起算 して 15日 以内

(前条第 3項 に規定す る補正を求めた場合にあ

つては、当該補正に要 した 回数は、当該期間

に第八 しない。)に、当該開示の請求に係る旦

人情報を開示する旨又はしない旨の決定を

し、速やかに請求者にその旨を書面により通

知しなければならない。

2(略 )

3 第 1項 の場合において、値人情報を開示しな

い旨の決定(第14条第 5項 の規定により開示

の請求に係る個人情報の一部について開示 し

ないこととする場合の当該開示をしない旨の

決定を含む。)をしたときは、その理由を併せ

て通知しなければならない。この場合におい

て、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明

示することができるときは、その期日を明ら

かにしなければならない。

(個人情報の存否応答拒否及び不存在の通知)

を答えるだけで、前条第 4項 各号を開示する

こととなるときは、実施機関は、当該保有個

人情報の存否を明 らかに しないことができ

る。

(開示の請求の手続)

第 15条 開 示の請求をしようとする者は、当該

開示の請求に係る保有個人情報を管理と埜実

施機関に次に掲げる事項を記栽した請求書を

提出しなければならない。

(1)(略 )

(2)開 示の請求に係る保有個人情報を特定す

るに足りる事項

(3)(略 )

2 開 示の請求をしようとする者は、当該開示の

請求をしようとする者が当該開示の請求に係

る保有個人情報の本人であること又は代理権

を有する者であることを確認するために必要

な書類で実施機関が定めるものを提出し、又

は提示しなければならない。

3(略 )

(開示の請求に対する決定等)

第 16条  実 施機関は、前条第 1項 及び第 2項 の

規定による開示の請求があつたときは、当該

閉示の議求があつたコから起算して 15国 以内

(前条第 3項 に規定する補正を求めた場合にあ

つては、当該補正に要した日数は、当該期間

に算入 しない。)に、当該開示の請求に係る堡

右個人情報を開示する旨又はしない旨の決定

をし、速やかに請求者にその旨を書面により

通知しなければならない。

2(略 )

3 第 1項 の場合において、保有個人情報を開示

しない旨の決定(第 14条 第 5項 の規定により

開示の請求に係る保有個人情報の一部につい

て開示しないこととする場合の当該開示をし

ない旨の決定を含む。)を したときは、その理

由を併せて通知しなければならない。この場

合において、当該理由がなくなる期日をあら

かじめ明示することができるときは そ の期

日を明らかにしなければならない。

(保有個人情報の存否応答拒否及び不存在の通



第 16条 の 2 実 施機関は第 14条 の 2の 規定に

より個人情報の存否を明 らかに しない とき

は、開示の請求があつた コか ら起算 して 15日

以内に、当該箱人情報の存否 を明らかに しな

い旨の決定をし、速やかに請求者にその旨及

び理由を書面により通知 しなければならな

V 。ヽ

2 実 施機関は、開示の請求に係る個人情報が存

在 しないときは、開示の請求があつた日から

超算 して 15日以内に、請求者に当該個人情報

が存在しない旨を書面により通知しなければ

ならない。

(開示の請求の特例)

第 17条 実 施機関があらかじめ定めた個人情報

については、第 15条第 1項 の規定にかかわら

ず、開示の請求は、日頭により行 うことがで

きる。

2 実 施機関は、前項の規定によりあらかじめ定

めた個人情報について開示の請求があつたと

きは、速やかに当該個人情報を開示する旨の

決定をし、第 19条に規定する方法により開示

をするものとする。

(第二者の保護)

第 18条 実 施機関は、第 16条第 1項 の規定に

よる決定をする場合において、開示の講求に

係る個人情報に国等及び請求者以外の者 (以下

この条、第 28条第 2項 及び第 3項 において

「第二者」という。)Fこ関する情報が記録され

ているときは、あらかじめ当該第三者の意見

を聴くことができる。

2 実 施機関は、前項の規定により意見を述べる

機会を与えられた第二者が当該個人情fRの開

示に反対の意思を表示した場合において、当

骸個人情報を開示する旨の決定(第14条第 5

項の規定により開示の請求に係る個人情報の
一部について開示 しないこととする場合の当

該部分以外の部分の開示をする旨の決定を含

む。以下 「開示の決定Jと い う。)をするとき

は、開示の決定日と開示を実施する日との問

に少なくとも2週 間を置かなければならな

知)

第 16条の 2 実 施機関は第 14条の 2の規定に

より保石個人情報の存否を明らかにしないと

きは、開示の請求があつたコから起算して 15

日以内に、当該保有個人情報の存否を明らか

にしない旨の決定をし、速やかに請求者にそ

の旨及び理由を書面により通知しなければな

らない。

2 実 施機関は、開示の請求に係る保有個人情報

が存在 しないときは、開示の請求があつた日

から起算して 15日以内に、請求者に当該保有

個人情報が存在 しない旨を書面により通知じ

なければならない。

(開示の請求の特例)

第 17条 実 施機関があらかじめ定めた保有個人

情報については、第 15条第 1項の規定にかか

わらず、開示の請求は、日頭により行 うこと

ができる。

2 実 施機関は、前項の規定によりあらかじめ定

めた保有植人情報について開示の請求があつ

たときは、速やかに当該保有個人情報を開示

する旨の決定をし、第 19条に規定する方法に

より開示をするものとする。

(第三者の保護)

第 18条 実 施機関は、第 16条第 1項の規定に

よる決定をする場合において、開示の話求に

係る保有個人情報に国等及び請求者以外の者

(以下この条、第 28条第 2項 及び第 3項 にお

いて 「第二者Jと いう。)|こ関する情報が記録

されているときは、あらかじめ当該第二者の

意見を聴くことができる。

2 実 施機関は、前項の規定により意見を述べる

機会を与えられた第二者が当該保有個人情報

の開示に反対の意思を表示した場合におい

て、当該保有個人情報を開示する旨の決定(第

14条第 5項 の規定により開示の請求に係る保

有個人情報の一部について開示しないことと

する場合の当該部分以外の部分の開示をする

旨の決定を合む。以下 「開示の決定Jと い

う。)をするときは、開示の決定日と開示を実

施する日との間に少なくとも2週 間を置かな



い。この場合において、実施機関は、開示の

決定後直ちに反対の意思を表示 した第二者に

開示の決定をした旨及びその理由並びに開示

を実施する日を書面にまり通知 しなければな

らない。

(開示の方法)

第 19粂 実 施機関は、第 16条第 1項 の規定に

より開示の請求に係る個人情報の全部文は一

部の開示をする旨の決定をしたときは、速や

かに当該個人情報の開示をするものとする。

2 個 人情報の開示は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める方法により行 うもの

とする。

(1)・(2)(略 )

3 実 施機関は、公文書に記録されている個人情

量の開示をする場合であつて、前項第 1号 に

規定する方法によると、当該公文書を汚損

し、又は破損するおそれがあると認めるとき

その他正当な理由があるときは、同号の規定

にかかわらず、当該公文書を複写したものの

閥覧により開示することができる。

4 個 人情報の開示を受ける者は、当該開示を受

ける陳に実施機関が定める書類を提示 しなけ

ればならない。

～略～

(自己情報の訂正請求権)

第 21粂  何 人も、実施機関が保有する自己の個

人情報について事実に謀 りがあると認めると

きは、その訂正(追力n及び削除を含む。以下同

じ。)を謎 することができる。

2 (格 )

(訂正の請求の手続)

第 22条  訂 正の請求をしようとする者は、当該

訂正の請求に係る個人情報を保有する実施機

関に次に掲げる事項を記載 した請求書を提出

しなければならない。

(1)(略 )

(2)訂 正の請求に係る個人情報を特定するに

足りる事項

ければならない。この場合において、実施機

関は、開示の決定後直ちに反対の意思を表示

した第二者に開示の決定をした旨及びその理

由並びに開示を実施する日を書面により通知

しなければならない。

(開示の方法)

第 19条 実 施機関は、第 16粂第 1項 の規定に

より開示の請求に係る保有個人情報の全部又

は一部の開示をする旨の決定をしたときは、

速やかに当該保有個人情報の開示をするもの

とする。

2 保 有個人情報の開示は、次の各号に掲げる区

分に応 じ、当該各号に定める方法により行 う

ものとする。

(1)(2)(略 )

3 実 施機関は、保有個人情4Rの開示をする場合

であうて、前項第 1号 に規定する方法による

と、当該公文書を汚損し、又は破損するおそ

れがあると認めるときその他正当な理由があ

るときは、同号の規定にかかわらず、当該公

文書を複写したものの関覧により開示するこ

とができる。

4 保 有個人情報の開示を受ける者は、当該開示

を受ける際に実施機関が定める書類を提示し

なければならない。

～略～

(自己情報の訂正請求権)

第 21条  何 人も、自己に関する保有個人情報に

ついて事実に誤 りがあると認めるときは、そ

の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を

実施機関に対し請求することができる。

2(略 )

(訂正の請求の手続)

第 22条  訂 正の請求をしようとする者は、当該

訂正の請求に係る保有個人情報を管理する実

施機関に次に掲げる事項を記哉 した請求書を

提出 しなければな らない。

(1)(略 )

(2)訂 正の請求に係 る保有個人情HRを特定す

るに足 りる事項



( 3 ) ( 4 ) (略 )

2・ 3  (略 )

(訂正の請求に対す る決定等)

第 23条  実 施機関は、前条の規定 (第 15粂 第 3

項の規定を準用す る規定は除 く。)にまる訂正

の請求があつた ときは、当該訂正の請求があ

( 3 ) ( 4 ) (略 )

2  3 (略 )

(訂正の請求に対す る決定等)

第 23条  実 施機関は、前条の規定 (第 15条 第 3

項の規定を準用す る規定は除 く。)Fこよる訂正

の請求があつた ときは、当該訂正の請求があ

つた 国から起算 して 80日 以内 (第 15条 第 S項

の規定を準用 し補正を求めた場合にあつて

は、当該補正に要 した 日数は、当該期間に算

入 しない。)に、必要な調査を行つた上で当該

訂正の請求に係 る保有個人情報を「T正す る旨

又は しない旨の決定をしなければならない。

2 実 施機関は、前項の規定により訂正す る旨の

決定をした ときは、速やかに当該訂正の請求

に係 る保有個人情報の訂正をした上で訂正の

請求をした者に訂正の内容及び訂正の理由を

書面により通知 しなければならない。

3・4 ( l 1 4 )

(自己情報の利用停止請求権)

第 24条  何 人 も、自己に関する保有個人情報が

次の各号のいずれかに該当す ると思料すると

きは、当該各号に定める措置を実施機関に対

し請求することができる。

(1)第 6条 の規定に違反 して取 り扱われてい

つた日から起算 して 30日以内(第15条第 3

の規定を準用し補正を求めた場合にあつて

はt当 該補正に要 した 日数は、当該期間に算

入 しない。)に、必要な調査を行つた上で当該

訂正の請求に係 る個人情報を訂正す る旨又は

しない旨の決定をしなければならない。

2 実 施機関は、前項の規定により訂正す る旨の

決定をした ときは、速やかに当該訂正の請求

に係 る個人情報の訂正をした上でpr正の請求

をした者に訂正の内容及び訂正の理由を書面

により通知 しなければならない。

3 4(略 )

(個人情報の利用停止請求権)

第 24条  何 人も、実施機関が保有す る自己の個

人情報が次の各号のいずれかに該 当す ると思

料す るときは、当該各号に定める措置を請求

す ることができる。

(1)第 8条 第 1項 か ら第 3項 までの規定に違

反 して収集 されているとき 当 該個人情報

の利用の停止又は消去

るとき、第 8条 第 1項 か ら第 3項 までの規

定に違反して収集されたものであるとき又

( 2 )第 9条 第 1項          の 規定

に達反 して利用 され、又は提供 されている

とき 当 該個人情報の利用又は提供の停止

(加える)

2 第 14条第 2項 の規定は、前項の規定による

個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止

(以下 「利用停止」 とい う。)の請求について

準用す る。

(利用停止の請求の手続)

第 25条  利 用停止の請求を しようとす る者は、

は第 9条 第 1項 の規定に違反 して利用 され

ているとき 当 該保有個人情報の利用の停

止又は消去

(2)第 9条 第 1項 又は第 10条 第 1項 の規定

に違反 して       提 供 されている

とき 当 該保有個人情報の____提 供の

停 止

(3)第 11条 第 2項 の規定に違反 して保存 さ

れているとき 当 該保有個人情報の消去

2 第 14条 第 2項 の規定は、前項の規定による

保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の

停止 (以下 「利用停止Jと い う。)の請求につ

いて準用す る。

(利用停止の請求の手続)

第 25条  利 用停止の請求を しようとす る者は、



当該利用停止の請求に係る個人情報を保有す

生実施機関に次に掲げる事項を記載した請求

書を提出しなければならない。

(1)(略 )

(2)和 j用停止の請求に係る個人情報の内容

(3)・(4)(略 )

2(略 )

(個人情報の利用停主義務)

第 26条  実 施機関は、利用停止の請求があつた

場合において、当該利用停止の請求に理由が

あると認めるときは、当該利用停止の請求に

係る個人情報の適正な取扱いを確保するため

に必要な範囲内で、当該植人情報の利用停止

をしなければならない。ただし、当該個人情

量の利用停止をすることにより、当該個人情

量の利用目的に係る事務の性質上、当該事務

の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれが

あると認められるときは、この限りでない。

(利用停止の請求に対する決定等)

第 27条  実 施機関は、第 25条 の規定(第 15条

第 3項 の規定を準用する規定を除く。)による

利用停上の議求があつたときは、当該利用停

止の請求があつた日から起算 して 30日 以内

(第 15条 第 3項 の規定を準用 し補正を求めた

場合にあつては、当該補正に要した日数は、

当該期間に算入しない。)に、必要な調査を行

つた上で当該利用停止の請求に係る個人情報

を利用停止する旨又はしない旨の決定をしな

ければならない。

2 実 施機関は、前項の規定により利用停止する

旨の決定をしたときは、速やかに当該利用停

止の請求に係る値人情報の利用停止をした上

で利用停上の請求をした者にその旨及び利用

停止の理由を害面により通知しなけガばなら

ない。

3・4(略 )

(不服申立てがあつた場合の手続)

第 28条 (略)

2 前 項の規定により諮問した実施機関は、不服

当該利用停止の請求に係 る保有個人情報を管

理す る実施機関に次に掲げる事項を記載 した

請求書を提出 しなければな らない。

(1)(略 )

(2)利 用停上の請求に係 る保有価人情報の内

容

(3)(4)(略 )

2 (略 )

(保有個人情報の利用停止義務 )

第 26条  実 施機関は、利用停止の請求があつた

場合において、当該利用停止の請求に理由が

あると認めるときは、当該利用停止の請求に

係る保有個人情報の適正な取扱いを確保する

ために必要な範囲内で、当該保有個人情報の

利用停止をしなければならない。ただし、当

該保有個人情報の利用停止をすることによ

り、当該保有個人情報の利用目的に係る事務

の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支

障を及iますぉそれがあると認められるとき

は、この限りでない。

(利用停止の請求に対する決定年)

第 27条  実 施機関は、第 25条 の規定(第 15条

第 3項 の規定を準用する規定を除く,)に よる

利用停止の請求があつたときは、当骸利用停

上の請求があつた国から起算して 30日 以内

(第 15条 第 3項 の規定を準用し補正を求めた

場合にあつては、当該補正に要した日数は、

当該期間に算入しない。)に、必要な調査を行

つた上で当該利用停止の請求に係る保有個人

情報を利用停止する旨又はしない旨の決定を

しなければならない。

2 実 施機関は、前項の規定により利用停止する

旨の決定をしたときは、速やかに当骸利用停

止の請求に係る保有個人情報の利用停止をし

た上で利用停止の請求をした者にその旨及び

利用停止の理由を書面により通知しなければ

ならない。

3・4(略 )

(不服申立てがあつた場合の手続)

第 28条  (略 )

2 前 項の規定により諮問した実施機関は、不服



申立人及び次の各号のいずれかに該 当す る者

に諮問 した旨を書面により通知 しなければな

らない。

(1)(略 )

(2)個 人情報の開示に反対の意思を表示 して

いる第二者が不服 申立人である場合は、詰

求者

3 第 18条 第 2項 の規定は、次の各号のいずれ

かに該当す る決定をする場合について準用す

る。

(1)(略 )

(2)不 服 申立てに係 る個人情報を開示 しない

旨の決定を変更 して行 う開示の決定 (第二者

が当該個人情報の開示に反対の意思を表示

している場合に限る。)

～
略

～

(審査会の権限等)

第 30条 審 査会は、必要があると認めるとき

は、実施機関に対して開示決定等に係る公文

書等の提示を求めることができる。この場合

において、何人も、審査会に対してその提示

された公文書等の開示を求めることができな

い 。

2 審 査会は、必要があると認 めるときは、実施

機関に対 して開示決定等に係 る公文書等に記

録 されている情報の内容を審査会の指定する

方法により分類又は整理 した資料を作成 し、

審査会に提出す るよう求めることができる。

3(略 )

4 第 1項 及び第 2項 に定めるもののほか、審査

会は、審査を行 うため必要があると認めると

きは(不 服申立人、参カロ人

申立人及び次の各号のいずれかに該当す る者

に誇問 した旨を書面により通如 しなければな

らない。

(1)    (略)

(2)保 有個人情報の開示に反対の意思を表示

している第二者が不服中立人である場合

は、請求者

3 第 18条 第 2項 の規定は、次の各号のいずれ

かに該当す る決定をす る場合について準用す

る。

(1)(略 )

(2)不 服 申立てに係 る保有個人情報を開示 し

ない旨の決定を変更 して行 う開示の決定 (第

二者が当該保有個人情報の開示に反対の意

思を表示 している場合に眼る。)

～略～

(審査会の権限等)

第 30条  審 査会は、必要があると認 めるとき

は、実施機関に対 して開示決定等に係 る公文

宣の提示を求めることができる。 この場合に

おいて、何人 も、審査会に対 してその提示 さ

れた公文書の開示を求めることができない。

2 審 査会は、必要があると認めるときは、実施

機関に対 して開示決定等に係 る公文書に記録

されている情報の内容を審査会の指定す る方

法により分類又は整理 した資料を作成 し、審

査会に提出するよう求めることができる。

3(略 )

4 第 1項 及び第 2項 に定めるもののほか、審査

会は、審査を行 うため必要があると認めると

きは、不服申立人、参加人 (審査会の許可を得

て、又は審査会の求めに応 じて審査会の会議

に参カロする利害関係人をい う。以下同 じ_)又

_ス は実施機関(以下 「不服中立人等Jと い

う。)に対して意見若しくは説明又は必要な書

類の提出を求めること、適当と認める者に対

してその知つている事実を陳述させ、又は鑑

定を求めることその他必要な調査をすること

ができる。

5 審 査会は、必要があると認めるときは、その

は実施機関(以下 「不服申立人等Jと い う。)

に対 して意見若 しくは説明又は必要な書類の

提出を求めること、適当と認める者に対 して

その知つている事実を陳述 させ、又は鑑定を

求めることその他必要な調査をす ることがで

きる。

審査会は、必要があると認 めるときは そ の
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指名する委員に第 1項 の規定により提示され

た公文書等を開覧させ、前項の規定による調

査をさせ、又は次条第 1項 の規定による不丹R

申立人等の意見の陳述を穂かせることができ

る。

(加える)

指名する委員に第 1項 の規定により提示 され

た公文書を閥覧 させ、前項の規定による調査

をさせ、又は次条第 1項 の規定による不服 申

立人等の意見の陳述をほかせることができ

る。

6 審 査会は、前条第 1項 の 目的を達成す るため

必要があると認 めるときは、次の事項につい

て、実施機関に対 し意見を述べることができ

る 。

(1)個 人情報保護 に関す る事項であつて、審

査を通 じて、意見を述べる必要があると認

めた事項

(2)審 査に関す る事項

二 (略)

(答申書の送付等)

第 34条  (略 )

2 審 査会は、誇間に対する答申をす る場合にお

いて 必 要があると認 めるときは、当該諮問

をした実施機関に対 し、当該答申に関連す る

個人情報保護に関する事項について必要な措

置を講す ることを求めることがでまるハ

6 (略 )

(答申書の送付等)

第 34条  (略 )

(カロえる)

(加える)

運営審議会 (以下 「審議会Jと いう。)を置

～略～

(運営審議会)

第 36条 個 人情報保護制度の適正かつ円滑な遷

営を推進するため、寒川町個人情報保護制度

3  実 施機関は、前項の規定による求めに応 じ、

措置を講 じた ときはその旨を、措置を講 じな

い ときはその旨及び理由を、遅滞なく、審査

会に通知するもの とす る.

～略～

(運営審議会)

第 36条  個 人情報保護制度の適正かつ円滑な達

営を推進するため、寒川町個人情報保護制度

連営審議会             を 置

く。

2～ 6 (略 )

(肖Jる)

(削る)

～略～

く。

2～6 (略 )

7 審 議会の委員は、職務上知 り得た秘密を漏 ら

～略～

してはならない。その職を退いた後も同様と

する。

情報を保護するためその他必要があると認め

られるときは、審議会の「fr決により非公開と

することができる。
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(罰則)

第 43条  次 に掲げる者が、正当な理由がないの

に、個人の秘密に属する事項が記録された担

人情報 (公文書に記録されたそぅのに限る。指定

(罰則)

第 43粂  次 に掲げる者が、正当な理由がないの

に、個人の秘密に属す る事項が記録 された旦

人情報ファイル

管理者が公の施設の管理に関す る業務に関し

取 り扱 う個人情報を含む。以下この条及び次

条において同 じ。)を含む情報の集合物で、一

定の事務の 目的を達成す るために特定の個人

情報を電子計算機 を用いて検索す ることがで

きるように体系的に構成したもの(その全部又

は一部を横製し、又はカロエしたものを含む。)

を提供したときは、2年 以下の懲役又は 1,00

01000円 以下の罰金に処する。

(1)～(3)(略 )

前項各号に規定する者が、その業務に関して

知り得た個人情報を自已若 しくは第三者の不

正な利益を図る目的で提供し、又は盗用 した

ときは、1年 以下の懲役又は 500,000円 以下

の罰金に処する。

(加える)

～略～

第 46粂 偽 りその他不正の手段により、開示の

決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5

0,000円以下の過料に処する。

_(そ の全部又は一部を複製 し、又は加工した

ものを含む。)を提供 したときは、2年 以下の

懲役又は 1,000,000円 以下の罰金に処する。

(1)～(3)(llg)

前項各号に規定する者が、その業務に関して

知り得た保有個人情報を自己若しくは第二者

の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用

したときは、1年 以下の懲役又は 500,000円

以下の罰金に処する。

第 1項 に規定する個人情報ファイル及び前項

に規定する保石個人情報には、指定管理者が

公の施設の管理に関す る業務に関 し取 り扱 う

ものを含むハ

～略～

第 46条  偽 りその他不正の手段により、瞬示の

決定に基づ く保右個人情報の開示を受けた者

は、50,000 Pl以下の過料に処す る。

附 則

この条わは、公布の 日か ら続行する^

つ
々


